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民間資金等活用事業推進委員会総合部会 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：平成２０年６月２６日（火） 

１５：００～１７：０４ 

場所：合同庁舎第４号館 ４階 共用第２特別会議室 
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○事務局 大変お待たせしました。それでは、ただいまから始めたいと存じます。山内先

生の方からお願いいたします。 

○山内部会長 それでは、ただいまから、民間資金等活用事業推進委員会第 24 回総合部

会を開催いたします。 

 本日はお忙しい中、また足元の悪い中を御出席いただきましてありがとうございます。 

 まずはじめに、事務局の民間資金等活用事業推進室の赤井室長から、専門委員の選任に

ついての御報告があるということですので、よろしくお願いいたします。 

○赤井室長 専門委員の改選が一部ございましたので、私の方から御報告をいたします。 

 専門委員で総合部会のメンバーでもありました松本俊彦専門委員、三井清専門委員が３

月末に、伊藤宏治専門委員が６月 19 日に辞任され、これに伴い、新たに株式会社みずほ

コーポレート銀行ストラクチャードファイナンス営業部長の今道健氏、株式会社日本プロ

ジェクトファイナンス代表取締役社長の岩崎正義氏がそれぞれ４月１日付で、また、埼玉

県企画財政部改革推進課長の小島敏幸氏が６月 20 日付で専門委員に任命されました。ま

た、本総合部会に所属することについて、ＰＦＩ推進委員会の渡委員長より指名がござい

ましたので、御報告を申し上げます。新しいメンバーの名簿はお手元にお配りしていると

ころでございますので、御参照を願います。 

 以上でございます。 

○山内部会長 ありがとうございました。今道専門委員、小島専門委員におかれましては、

これからもいろいろお世話になると思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 なお、岩崎専門委員につきましては、本日は御欠席と伺っております。 

 先ほど御報告がありまして、現状を申し上げますと、委員数というのが 20 名というこ

とで変更はございませんが、本日は、この 20 名のうちの 15 名の委員に御出席をいただく

予定です。したがいまして、定足数の過半数を超えておりますので、委員会は適法に成立

しておりますことを御報告を申し上げたいと思います。 

 それでは、早速ですが、議事に入らせていただきます。 

 今日の議事でございますが、ＰＦＩ事業実施プロセスに関するワーキンググループで取

りまとめられました「標準契約書モデル及びその解説（案）」というもの、それから「要

求水準書作成指針（案）」、それから、ＶＦＭ評価に関するワーキンググループにおきま

して取りまとめられました「ＶＦＭのガイドライン改正案」、この３つについて御審議を

いただくということになると思います。 

 それぞれのワーキンググループを行ないまして、ワーキンググループのメンバーの方々

からいろいろ御意見いただきました。この意見を踏まえまして修正を加えました。その上

に更に、事務局を通じまして、関係の各省庁からの事実誤認等の御指摘をいただきました。

本日は、以上の結果を盛り込んで案を用意させていただいているという具合であります。 

 それでは、事務局から内容等について御説明をいただきまして、もう一度ここで皆さん

と御議論をしたいと思います。その結果を踏まえまして、ＰＦＩ推進委員会の総合部会と
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して取りまとめをしたいと考えておりますので、どうぞ御協力をお願いいたします。 

 まずは事務局から御説明願いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○事務局 それでは、はじめに資料の確認をさせていただきたいと存じます。 

 本日、恐縮ですが、資料、大変大部になってございます。 

 上からごらんいただきますと、まず議事次第の１枚紙。座席表。その後に、本資料とし

まして資料１から資料５までございますが、資料１、契約の主要な論点については、今、

印刷中でございますので、抜けておるかと思います。 

 資料２が標準契約書モデル。 

 資料３が要求水準書作成指針の要旨。 

 資料４が指針の本体。 

 資料５がＶＦＭのガイドラインの改定案という形になっております。 

 その次以降が参考資料となってございます。 

 参考資料１が総合部会の名簿。 

 参考資料２がワーキンググループの名簿。 

 参考資料３がカラーの「課題への対応」という紙がございます。 

 参考資料４が、これは第１回のプロセスワーキンググループの資料でございますけれど

も、標準契約書モデルの作成方針についてという紙。 

 参考資料５が、標準契約書モデルの概要の紙でございます。 

 参考資料６が、各章の構成、重点検討課題の組み込みというカラーのものがございます。 

 参考資料７が「単品スライド条項の適用状況について」という紙。 

 参考資料８、「要求水準書作成指針のポイントと構成」というカラーのもの。 

 参考資料９は、総務省政策評価について。 

 参考資料 10 がＶＦＭのアンケート結果。 

 そのあとに、ガイドライン改定等に関する冊子をはさみまして、参考資料 12 が、環境

の方の地球温暖化防止の報告のサマリー、それと、本体が参考資料 13 でございます。 

 参考資料 14 が補助金等の適用状況についての概要版。それと本体が参考資料 15。 

 16 としまして、前回の総合部会の議事録。 

 17 としまして、契約の標準化に関する検討会合名簿というものがございます。 

 18－１としまして、「髙橋委員からの意見への対応（総論）」というもの。 

 参考資料 18－２が、これは光多先生への御意見への対応でございます。 

 それと、参考資料 18－３が、横長の同じく髙橋先生からの御意見と対応内容というも

の。 

 参考資料 19－１は、標準契約書モデルの主要な論点。これは６月３日に行なわれまし

たプロセスのワーキンググループからの修正履歴付のものになってございます。 

 その次に 19－２というものが入る予定でございますが、こちらの方もまだ間に合って

ございません。 
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 その後が参考資料 20、ＶＦＭガイドラインの改定案。これは６月 16 日に行なわれまし

たワーキンググループからの変更履歴付のものでございます。 

 それと、参考資料 21 としまして、これまでの委員・専門委員の皆様からの御意見をま

とめた厚いものがございます。 

 参考資料 22 が、推進委員会令、23 が議事規則、そして最後に、昨年 11 月に取りまと

めをいただきました報告の冊子がございます。 

 資料としては以上でございますけれども、不足等ございましたら、事務局の方までお申

し付けいただければと存じます。よろしくお願いいたします。 

○事務局 資料の方、不手際ございまして、誠に申しわけございません。ただ、時間の関

係もございますので、恐縮でございますが、説明の方に入らせていただきたいと存じます。 

 本日、総合部会ということで、ワーキングの議論を初めてお伺いになられる方もいらっ

しゃるということで、概要をパワーポイントでまとめさせていただきました。まず、それ

に従いまして、ごく簡単に御説明させていただいた後に、各委員の皆様方から出された意

見の具体的な処理につきまして御報告を差し上げたいと存じます。 

 それでは、今日、パワーポイントが画面で見れるところに会場を設営いたしましたけれ

ども、参考資料５をごらんいただきたいと存じます。参考資料５に従いまして、簡単に

「標準契約書モデル及びその解説（案）」につきまして御説明をさせていただきたいと思

います。 

○Ａ委員 順番ですが、先ほど来、資料が欠けているということでございますので、今日

は大きく言って２つテーマがあろうかと思うんですね。１つは要求水準と標準契約、もう

一つはバリュー・フォー・マネーの関係。特に、先日、事務局の方からお伺いしたのは、

バリュー・フォー・マネーについての総務省からの案、それについての議論。私が拝見す

るところ、そちらの方はとりあえずお答えをしなければならないという切羽詰まった状況

があることだし、席上、それほど大きな課題もない。受けられる方も先方もそういう程度

でよろしいのかなという御解釈がありそうなので、まずそこから片づけておかれた方が議

論が早いのではないか。資料をいただいてから、今の契約、要求水準については、私も拝

見していませんから、その方がよろしいのではないか。いかがですか。 

○山内部会長 今、資料が欠けているのはそういう部分でどうなんですか。 

○事務局 資料が欠けておりますのは、標準契約モデル及びその解説の主要な論点という

ものだけです。それで、基本的にはお時間も限られておりますので、まず、３つの論点に

つきまして、全体をまとめて当方から説明をさせていただいて、その後、まとめて御議論

していただくということでお願いをしたいと思いますが。その際、説明をＶＦＭからそれ

では差し上げるようにいたします。 

○山内部会長 そうしましょう。 

○事務局 それでは、まず、ＶＦＭの方から御説明をさせていただきたいと存じます。関

係する資料、幾つか分かれておりますけれども、まず、資料５「ＶＦＭに関するガイドラ
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インの改定」、参考資料 20 の方に、ＶＦＭ改定案の、前回６月 16 日にＶＦＭのワーキン

ググループを行なっていただきましたが、そこで提示したものからの修正履歴付のものが

ございます。 

 それと、参考資料 10 といたしまして「ＶＦＭ評価結果の公表に関するアンケート調査

結果」というもの、それと、その１つ前に「総務省「ＰＦＩ事業に関する政策評価」につ

いて」、参考資料９でございます。この４点がＶＦＭの関係ということでございます。 

 まずは、この入り口となります総務省の政策評価の関係について簡単に触れさせていた

だきますと、参考資料９をごらんください。 

 前回の総合部会のときにも御説明をいたしましたけれども、本年１月 11 日に総務省よ

り、政策評価に基づく勧告をいただきまして、その中で４点指摘がございましたうちの１

点が「ＶＦＭ算出の客観性・透明性の確保」ということで、具体的には、ＶＦＭの算出に

関してＶＦＭの公表、ここの部分をもっとより充実させるべきだという勧告でございまし

た。 

 この勧告を踏まえまして、ワーキンググループで御議論をいただいて、更に御意見をい

ただいたものを反映したものが、資料５及び参考資料の 20 としてお配りさせていただい

ておりますものでございます。その前段としまして、参考資料 10、アンケートを私ども

の方で発注者に対していたしましたので、これを簡単に紹介させていただきますと、ＶＦ

Ｍの評価に関しましてアンケート調査ということで、参考資料 10 をごらんください。 

 １枚おめくりいただきますと、まず、特定事業選定時のＶＦＭ評価の公表について、実

態としてどの程度公表されているかということでございますが、簡単に申し上げますと、

ＶＦＭの率あるいは割引率については非常に公表がされておりますけれども、それ以外の

項目については非常に少なくなっている。ただし、地方公共団体の場合は、その他の項目

についても多少公表の割合が高くなっているという形でございます。 

 １枚おめくりいただきまして４ページでございますけれども、ＰＦＩ－ＬＣＣの算出方

法ということで、ここでは、算出方法につきましては、一定比率。要は、いわゆる削減率

と言われているもので、昨年のＶＦＭガイドラインの改定の際には、こういうものの使用

は慎むべきであるというように御整理いただいたものでございますが、これが使われてい

るものが６割以上ございますということでございます。 

 更にその次のページをおめくりいただきまして６ページ目のところですが、では「事業

者提案のＶＦＭ公表について」ということでございますけれども、事業者提案のＶＦＭ公

表については、全体で８割近くが公表しているという結果になってございます。 

 こうしたアンケートの結果を踏まえまして、今回、ガイドラインの改定案というものを

作成させていただきました。資料５と参考資料 20 の方をごらんいただきたいと存じます。 

 まず、資料５の方をごらんいただきますと、１ページ目のところで下線を付けてござい

ますけれども、これが今回改定をすることによって追加をしようとする内容でございます。

逆に言いますと、現在公表の規定としましては、下線のない部分だけがその公表の規定と



 5

して簡単に書いてあるというものでございますが、それに加えまして、例えば、（１）の

ところですと、ＶＦＭの評価の過程、評価方法についても公表すべきであると。（２）の

ところで、留意点を３点ほど掲げさせていただいておるという形で、（３）のところでは、

これはただし書きとして、従来、「入札等において正当な競争が阻害される場合において

は、ＶＦＭの程度のみを示すことでも差し支えない」とありますけれども、その後になお

書きとして、「その場合は、事業者選定後の段階で同様式に基づき公表すべきである」と。

これは事前にＢ専門委員の方から御意見をいただいたところでございますけれども、こう

いうものを付け加えさせていただいております。 

 その次からがＶＦＭの公表様式ということで、具体的な公表の内容につきまして御説明

をさせていただいたところでございます。中身としましては、１ページ目のところで、Ｐ

ＳＣとＰＦＩ－ＬＣＣとＶＦＭの値ということで、具体的にこういった項目を公表すべき

だということ。 

 ２ページ目のところで、ＶＦＭ検討の前提条件。例えば、割引率、物価上昇率、リスク

調整値というものを公表すべきだということ。 

 ３番目のところは、事業費などの算出方法、こういうものを公表すべきだということで

ございます。 

 ２ページ目の一番下の（４）のところでは、事業者選定時、この場合にもＶＦＭの評価

方法を含め公表することが適当であるとした上で、具体的な内容としまして、その次の３

ページ目のところにフォーマットを入れてございます。 

 それ以降のところ、３ページから５ページまでは、本文に対する考え方、いわゆる解説

を加えていったところでございます。 

 その次に、６ページ以降では、ＶＦＭ公表様式の記載例ということで、具体的にこのよ

うな様式で記載していったらいいのではないかということで書かせていただいておるもの

でございます。 

 中身としては以上でございますけれども、前回のワーキングの際、あるいはその後に委

員の先生方から御指摘をいただいたところを補足して御説明させていただきますと、例え

ば、２ページ目のリスク調整値の定義のところですとか、あるいはその下の運営業務の言

葉の使い方、ここはＡ委員から御指摘いただいたところを加えたところでございます。 

 あるいは３ページ目のところで、リスクの定性的な項目の話、Ｏ委員、Ｎ専門委員等か

ら御意見いただいたところを加えさせていただいております。 

 それと、コンサルタントに関する規定が４ページ目の下の方にありますけれども、ここ

は発注者が主体的にやるべきだというＮ専門委員の御指摘がございましたので、そこを敷

衍した格好となってございます。 

 その他、細かいところ、いろいろと御指摘いただいたところはございますけれども、割

愛させていただきたいと存じます。 

 以上でございます。 
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 それでは、契約の方はまだ印刷が間に合っておりませんので、要求水準の方を先に御説

明させていただいてよろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、要求水準書作成指針につきまして御説明をさせていただきたいと存じます。 

 まず、本件、契約の方の話とも密接にリンクしてございますので、全体の進め方の方は、

事務局から契約の方の話と併せて御説明させていただきますけれども、まず先に、要求水

準書作成指針の中身につきまして、私の方から簡単に御説明させていただきたいと存じま

す。お手元の資料で申し上げますと、資料３と資料４、それと、参考資料８、これが要求

水準書作成指針の関係でございます。 

 まず、中身の方、ポイントを参考資料８、これはパワーポイントの資料で画面にも映し

てございますけれども、こちらに沿って内容の説明をさせていただきたいと存じます。 

 まず、お手元の参考資料８、カラーのものをごらんいただきたいと存じます。 

 まず、「要求水準書作成指針のポイントと構成」とございますけれども、ポイントのと

ころで「より明確に、より具体的に、合目的的に柔軟に」ということで、要求水準を明確

化するという観点から、具体的な作成のノウハウを提示したというものでございまして、

作成の考え方を示すとともに、チェックリスト等を実践編として提示したという形のもの

になってございまして、発注者の皆様がすぐに使えるものとして取りまとめをさせていた

だいているという格好でございます。 

 その下の構成のところでございますが、理論編、実践編と便宜的に分けてございますけ

れども、まず、理論編のところでは、要求水準書作成の考え方を整理をさせていただいた

上で、実践編のところで、要求水準書の構成、それと作成プロセスという形で、具体的に

は、この右のところに囲いでありますけれども、チェックリストというものを要求水準書

をつくる上でどういうところに気を付けていったらいいかということをまとめたものをチ

ェックリスト形式でまとめた、そういった内容になってございます。 

 では、具体的な中身でございますけれども、次のページをお願いします。 

 まず１番目に「管理者等の意図の明確化」というものがございます。発注者が何を求め

ているのか明確に整理し切れていないというところが課題として出発点でございまして、

それに対しまして、ＰＦＩの検討の前段階で「事業コンセプト」、これは事業の目的とい

う位置付けでございますが、こういうものを明確にすべきであると。あるいは、導入可能

性調査段階で、「ＰＦＩコンセプト」と言っておりますが、これはＰＦＩを実施するに当

たり、管理者等が特に何を期待しているのか、こういうものを明確化すべきであるという

ことを書いてございます。 

 具体的に事業コンセプト、これはＰＦＩの外側でございますので、導入可能性調査の前

の段階、事業をやる段階で基本構想、基本計画というものを策定されるかと思いますけれ

ども、そこの中で、この事業はどういう目的でやるのかということを明確に整理して事業

者に示す必要があるということをまとめました。 

 その次に、ＰＦＩコンセプト、これはＰＦＩの中の話になりますけれども、例えば導入
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可能性調査の段階で、要求水準書案の中にＰＦＩでこの事業をやる場合に、どういうとこ

ろに期待をするのかということをコンセプトとしてまとめて、考え方を盛り込むべきであ

るという形のものになってございます。 

 次は「要求水準書の明確化」というポイントでございます。 

 これは、アウトプット仕様では達成すべきレベルを民間事業者に客観的に伝えることが

難しい場合があるということで、例えば、ポイントとしては、数値的な基準を盛り込むと

いうような客観的な整理が必要であろうと。あるいは、民間の創意工夫を阻害しないよう

に、インプット仕様。アウトプット仕様が原則ではありますけれども、適宜インプット仕

様を織りまぜて使うことによって、より分かりやすいものになるということがございます。 

 それと、ＢＰＲの促進とありますけれども、現行の業務のプロセスをまず事業者に示す

ことによって、更に民間事業者の方で具体的にここをこうしたら、より効率的な業務のプ

ロセスが形成されるというＢＰＲの提案を求めることも一つの方法であろうということで

整理をしております。 

 具体的な中身としまして、まず、要求水準書に求められる要件。これは３点ほどに整理

をされようかと思いますけれども、１つは、管理者等が何を求めているか明示的に示すこ

と。２つ目が、その実現に際し、民間の創意工夫が最大限発揮されるような配慮をするこ

と。３つ目が、民間の創意工夫が発揮されるサービスの提供について、達成すべき基準を

明確にすることという３点ほどが要求水準書に求められる要件かと思いますけれども、そ

の前の二者の観点から、要求水準の明確化という観点から考えますと、例えばということ

でこの３つほど整理をしております。 

 １つが左下のところでございますが、トラックレコード（履歴）等を活用した要求水準

の客観化ということで、主観的な要素が多い場合であっても、例えばクレーム情報のよう

なものを集約して客観化をすることができるということがございます。 

 ２つ目がインプット仕様の適切な活用とございますけれども、アウトプット仕様、性能

発注でございますけれども、インプット仕様をうまく使うことによって、より分かりやす

くなる。例えば、管理者の意図をより具体的に伝達できる場合ですとか、あるいは法令に

よってインプット仕様が決まってしまっている場合、あるいは、ここの部分はこういうふ

うにしてほしいというようなインプット仕様を具体的に示したい場合、こういうときはア

ウトプットということにこだわらず、インプット仕様も活用することが可能でしょうと。

ただし、その場合でも、これがあくまでも参考として示されるものなのか、あるいは拘束

条件なのかということをはっきりさせる必要がありますということでございます。 

 ３つ目が業務プロセスの明示によるＢＰＲの促進ということで、例えば、病院事業のよ

うな多数の事業から構成されている事業では、ＢＰＲを行なう効果が大きいということで、

では、民間のＢＰＲの提案をさせるためには、現状の業務プロセスを参考資料として出す

必要があるということを書いてございます。 

 次の論点が「達成すべき基準の明確化」ということで、先ほどの要求水準書に求められ
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る要件のうちの３点目、達成すべき基準を明確にすることという観点からは、３つほど大

きなポイントを掲げております。 

 １つ目が左のところ、要求水準に対応したモニタリング指標の設定ということで、モニ

タリング指標及びその計測方法、修復期間、こういったものを予め検討して、要求水準書

と一体的に作成することが必要であると。例えば、こういうものを「モニタリング基本計

画書」というものにまとめて公募書類の一つとして提示するというようなことがございま

す。 

 その次が、事業目的に合致した、モニタリング指標と支払メカニズムの連動ということ

で、ＰＦＩでは、要求水準を満たしたサービスの履行を促す支払メカニズムが必要であり

ますけれども、この支払メカニズムは、アウトプット仕様、発注者の考えるアウトプット

の重み付け、これを明確にするような性格のものでございますので、こういう支払メカニ

ズムをモニタリング指標と連動させて一体的に示していくということも必要であろうとい

うことでございます。 

 ３つ目の点が組織品質や業務全体の傾向を評価する指標の活用ということで、ＳＰＣの

マネジメント能力の重要度が高い事業では、アウトプット仕様とは別に、経営管理的な指

標を活用することで業務全体の傾向を把握することが有効であろうということがございま

す。 

 次のポイントは「三位一体の検討プロセス」ということで、先ほどのところでモニタリ

ング事業と支払メカニズム、これを要求水準と連動して検討することが必要だということ

を申し上げましたけれども、では、具体的にどういうプロセスでそういった検討をしてい

くべきかということを整理したのがこの項でございます。 

 課題としましては、この要求水準、モニタリング、支払メカニズム、これらの関連性が

不明確なまま民間に提示されているということがございますので、こういったものを導入

可能性調査の段階から一体的に検討する必要があるだろうということで、そのプロセスを

下の検討フローの例という形で整理をさせていただいております。 

 例えば、導入可能性調査の段階では、事業コンセプトを構成するアウトプット項目を設

定した上で、右に行っていただきまして、モニタリング方法の検討、更にその右の支払メ

カニズムの検討、こういったものを踏まえて、基本的な枠組みを構築した上で、それぞれ

要求水準書の骨子、モニタリング基本計画書の骨子、あるいは重要な条件を記載した書面、

こういったものを作っていく。更にそこから実施方針の公表の段階にいくわけでございま

すけれども、具体的な検討を行なった上で、要求水準書（案）、モニタリング基本計画書

（案）、重要な条件を記載した書面、こういったものができ上がり、更にモニタリング指

標と支払メカニズムの妥当性の評価を踏まえた上で、実施方針の公表という形になってい

きまして、更には、応募者等との対話等により、修正を行なった上で、実際、公募の段階

で公募をされていくといった形にプロセスとしては整理をされようかと思います。 

 最後が、ちょっと毛色が違ったポイントですが、「地球温暖化の防止」という観点。こ
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れも昨年 11 月の報告では、大きな重点的に措置すべき検討課題として整理をしていただ

いたところでございますので、要求水準の観点からも地球温暖化の防止に資するような検

討項目というのを一つ入れたものでございます。 

 具体的な課題といたしましては、設計、建設や運営段階で、省エネルギーを促進する仕

組みが構築されていないということがございますので、省エネルギー、ＣＯ２排出量の削

減が達成されるように配慮すると。具体的には、光熱水費をＰＦＩ－ＬＣＣに含めること

が有効であるというのが一つのポイントでございます。 

 その下に表の形でまとめてございますけれども、類型１、２、３と３つございます。そ

れぞれ、光熱水費の負担、エネルギーマネジメント、それを民間事業者、管理者、これの

どちらの負担とするかというところで類型を分けたものでございます。 

 この場合、民間事業者に光熱水費の負担、エネルギーマネジメント、両方を民間事業者

に任せた場合の方が民間の創意工夫をより発揮するという観点から、エネルギーに関して、

設計から運営、維持管理まで、一気に一貫して最適化することが可能になり、割高な省エ

ネルギー施設の導入や運営段階のエネルギーマネジメント、こういったことを通じて、よ

りＣＯ２排出量の削減に資するのではないかと。逆に、こういったものを管理者負担とし

たままでは、ＣＯ２削減という観点ではなかなか望ましくないのではないかという形で整

理をさせていただいておるものでございます。 

○事務局 部会長、大変事務局の不手際で恐縮でございますけれども、「標準契約書モデ

ル及びその解説（案）」自体は、皆さんのお手元にございます。それで、大変恐縮でござ

いますけれども、まず、先ほど申し上げましたとおり、概要、具体的な今後のスケジュー

ルにつきまして、まず御説明をさせていただきたいと思うんですが、よろしゅうございま

すか。 

○山内部会長 資料ができたみたいです。では、これを配付していただいて。 

○Ｂ専門委員 すみません。要求水準書の方は、見え消し版と御説明はないんでしょうか。

今みたいに何をどういうふうに直したかという御説明は。 

○山内部会長 資料３と資料４のことですか。 

○Ｂ専門委員 ええ。見え消し版ではないし、これでは何をどう直したのか分かりません

ね。それを説明していただかないと分からないでしょう。資料は見え消し版はないんです

か。 

○事務局 見え消し版までこちらの方は御用意をできなかったのですが。 

○Ｂ専門委員 なぜほかのは作って、これだけは作らないんですか。分からないじゃない

ですか。時間が限られるわけですから、何をどう修正されたかを一覧できる書類があるほ

うがわかりやすいはずです。分かりますか、これで。御説明できますか。 

○事務局 Ｂ先生の御意見に従って、一つ一つ申し上げればいいじゃないですか。 

○Ｂ専門委員 いや、私の意見じゃなくて、何を変えたか聞きたいんです。 

○事務局 Ｂ先生からしかこちらの方については御意見をいただいていませんので。 
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○Ｂ専門委員 だから見え消し版を作らなかったのですか。 

○Ａ委員 よろしいですか。私も細かな点は申し上げなかったんですけれども、意見とし

ては既に述べているんですが、要求水準書の位置付けですね。これは私が申し上げた部分

も一部あるんですが、そもそも標準契約を作るときに業務要求水準がはっきりしていなけ

れば、どうやって作るんですかと。非常にプリミティブで基本的なところから始まって、

それで取り上げていただいたという経緯はございます。 

 しかし、前に申し上げたんですが、標準契約書を主体に考えた場合に、業務要求水準と

いうのは極めて重要ではありますけれども、私の意見書にも出ていますが、業務要求水準

書をいかに作るかという方に実務家の立場の視点を当てますと、これ、ちょっと違うので

はないかと。僕はこれを全部出すななんて申し上げているのではないんですよ。業務要求

水準書が標準契約書に与える影響というのは無視できないんだから、そういう意味で出し

てほしいということで申し上げた記憶もございますが、そうしますと、どちらが重要かと

いうと、標準契約、これをずっと議論していく中で、それを受けて、標準契約で業務要求

水準書がどうやって入ってくるか。そこの部分、例えば義務規定なんかは必ず入ってくる

わけですね。そういうときの参考資料として、その位置付けで出されたらいいのかなと。

勝手に先走って申し上げますと、ここにガイドラインと書いてありますけれども、業務要

求水準書のガイドラインというよりは、標準契約を作るときの非常に重要な課題としての

参考資料という位置付けであった方が分かりやすい。 

 そうすると、資料の関係もございますが、まず、標準契約について議論されたらいかが

かなと思いますけれども。 

○山内部会長 まず、見え消し版の件は、説明はどうしますか。 

○Ｂ専門委員 あるいは、先生がおっしっているとおり、最初にやっていただいて、時間

をセーブするために。その間にコピーをとってもらってやれば、さっとできるのではない

でしょうか。大した理由じゃないでしょう。 

○山内部会長 標準契約書モデルの問題点と概要について御説明いただきたいと思います。 

○Ｂ専門委員 その間にコピーをやってください。 

○事務局 それでは、今御指示のございましたとおり、標準契約につきまして御説明を申

し上げるとともに、今お話のございました要求水準については、見え消し版を大至急コピ

ーをさせます。 

○Ｆ委員 ちょっとすみません。要求水準、今回初めて作ろうとしているわけですね。Ｂ

委員の言う見え消しというのはどういうものでしょう。 

○Ｂ専門委員 前のグループから修正されているわけで、何をどういうふうに修正された

か分からないからです。 

○Ｆ委員 それはワーキンググループのレベルでやればいいことで、総合部会として見え

消しというのは変だと思いますけどね。今日伺って総合部会で議論するわけですから。 

○Ｂ専門委員 それはバリュー・フォー・マネーとして全部出ていますけれども。 
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○Ｆ委員 それは標準契約書とは違うと思いますよ。 

○Ｂ専門委員 バリュー・フォー・マネーと全く同じ。 

○山内部会長 バリュー・フォー・マネーはガイドラインが既にあって、その見え消しな

んですよ。 

○Ａ委員 提案です。時間のことをおっしゃるのであれば、内容を見て、私は、指針でや

るには議論が尽くされていないと思いますよ。そういう意味で言いますと。それであれば、

それを遅らせて、まず、標準契約の議論をなさったらいかがですか。 

○事務局 それでは、お時間の関係もございますので、標準契約の関係について御説明を

させていただきたいと存じます。 

 参考資料５をごらんください。まず、これは全体の復習でございますけれども、基本的

にはＰＦＩ推進委員会の報告で 15 の課題の整理をいたしました。そのうち、箱の中に入

っております４つの課題、ここらについて半年くらいでアウトプットを出すということで、

１月 23 日の推進委員会で渡委員長の方から御指示があったところでございます。 

 それで、１番、「個別具体のプロセスごとの課題」、こちらについての対応といたしま

して、要求水準作成指針と標準契約書モデル及びその解説を作成をしておるということで

ございます。 

 それから、その次の「他の官民連携手法とのノウハウの共有、活用及び必要な調整の実

施」につきましては、これは関係省庁連絡協議会というところで今整理をしておるところ

でございます。本日は間に合いませんでしたが、７月 15 日の推進委員会では御報告をし

たいと存じております。 

 それから、次、「地球温暖化防止への対応」ということでございます。これは本日、報

告書としてまとめたものを御報告をさせていただきたいと考えております。 

 それから、最後の「補助金、税制等の支援措置のイコールフッティングの必要性」とい

うことでございますが、これは２月５日に先生方にお諮りをしたとおり、各省庁に対して

アンケート調査を行ないました。その結果を今日御報告をしたいと存じます。 

 それでは、１番の「個別具体のプロセスごとの課題」の関係で「標準契約書モデル及び

その解説」、簡単に内容について御説明をしたいと存じます。 

 個別具体のプロセス、ＰＦＩの具体的なプロセスがあるわけでございますが、その中で

特に入札前のプロセスとして一番大事な話が、発注者の意図を明確に示す要求水準書でご

ざいます。しかしながら、要求水準書については非常に不明確で、場合によっては民間事

業者に丸投げをしておるというような御批判、それから、場合によっては、要求水準の内

容であるところのアウトプット仕様で積算をすると、予定価格を大幅に超えてしまう。予

定価格との乖離といったような点が民間の皆様方からは御指摘をいただいたところでござ

います。そういったこともあり、要求水準の作成のためのいわばマニュアル、これを作成

する必要があるのではないかということで、推進委員会で御報告をいただきました。それ

について先ほど御説明をしたところでございます。 
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 それから、もう一点でございますけれども、これは公共の方から特にあった話でござい

ますけれども、ＰＦＩというのは非常に複雑で難しいと。したがって、できる限りさまざ

まな分野で標準化を行なうべきではないかといった御指摘でございました。 

 それから、そういった御指摘を踏まえまして、標準契約化をするということで「標準契

約モデル及びその解説」というものを今回作成をしたわけでございます。 

 具体的な内容でございますけれども、今回、ワーキンググループで３回ほど御議論をし

ていただきました。３月 25 日の一番当初のワーキングで具体的な審議項目については御

議論をしていただいたわけでございますが、その際に５つほど項目を絞って御議論をして

いただこうということになったわけでございます。 

 まず第１が変更メカニズムということでございます。状況変化に対応した柔軟なサービ

ス内容及びサービス対価の変更ということでございます。それから、もう一つが任意解除

でございます。任意解除に対する対応ということでございます。３番目が紛争解決に対す

る考え方ということでございます。４番目が法令変更に対する考え方ということでござい

ます。５番目がモニタリング・支払メカニズムに関する考え方ということでございます。 

 以下、それに従いまして、ごく簡単に御説明をさせていただきたいと存じます。 

 今回、「標準契約書モデル及びその解説（案）」、非常に大部な資料の２というものが

ございますが、今回一つ新しく付け加えたものといたしまして、標準契約書モデルを考え

る際の基本的な考え方というのを新たに付け加えさせていただきました。ここに９項目ご

ざいますけれども、標準契約書ないしはこういったことを考えるに当たりまして、ＰＦＩ

の一つの基本的な考え方である、国民・市民のためのサービス価値の最大化ということを

目指すということを一つ主眼に置くべきではないかということを１点触れてございます。 

 それから、第２点目といたしまして、官民のコミュニケーションの必要性ということで

ございます。 

 ３番は２番と関連をいたしますけれども、こういったコミュニケーションを十分踏まえ

まして、真の意味の官民のパートナーシップを目指していく必要があるということでござ

います。 

 ４番目は、契約の柔軟性の確保ということでございます。 

 ５番目は、当初の契約条件の明確化。 

 ６番目は、リスク分担に係る曖昧さの排除。 

 ７番目は、これは御議論があろうかと存じますけれども、ＳＰＣのあり方と統括マネジ

メント機能。 

 ８番目は、国民・市民の目線からの事業の監視ということでございます。こちらにつき

ましては、例えば指定管理者につきましては、モニタリングの結果を過半数公表しておる

ところでございますが、ＰＦＩ事業については、私どもが把握している限りでは 20％し

か公表をしておりません。こういったものに対して、国民・市民に対する説明責任を果た

していく必要があるのではないかということでございます。 
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 ９番目は、不断の改善に向けてということでございます。これは、ワーキングでは何度

か御議論が出た話でございますけれども、やはりＰＦＩというのは現在発展途上にあるも

のでございます。そういったものでございますので、こういった「標準契約書モデル及び

その解説」というのも、今回、１つのドラフトとして出させていただいて、そしてそのパ

ブリックコメント等を行ないまして、市場のいろいろな声も伺った上で、更にいいものに

していく。そういったプロセスを今後不断に行なっていく必要があるのではないかという

ことについて触れさせていただいているところでございます。 

 そこで、「標準契約書モデル及びその解説」について、その他の留意点についても触れ

てございます。４つほどここに書いてございますけれども、「標準契約書モデル及びその

解説」と申しますのは、もちろんこれから作る、そういった管理者等の皆様方の御参考に

するということでございますけれども、当然既に契約締結済みの管理者等にあっても、本

書を参考とした契約の見直しを想定しておるということでございます。 

 後ほど御説明をいたしますけれども、単品スライド条項について、最近、適用の話がい

わゆる請負工事で出ておるわけでございます。例えば東京都さんからは、現在、ＰＦＩ契

約を結んでいるものについて、単品スライド条項が適用できるような規定を挿入したいと。

その際にこういった標準契約モデルがあると大変ありがたいという御指摘もいただいてい

るところでございます。こういった声を踏まえたということでございます。 

 それから、今回は契約例というものを添付する予定でございましたが、委員の皆様方か

らいろいろと御意見をいただきましたので、今回については契約例の添付を見送りました。

しかしながら、やはりこういったものをお示しするに際しまして、一つのまとまった契約

例を併せて示していくことが必要であろうということで、可能な限り、早いタイミングで

総合部会推進委員会の皆様方の御同意をいただいて、契約例を添付すべきだろうと考えて

おります。 

 それから、この「標準契約書モデル及びその解説」でございますけれども、当然これは

具体的な契約を作る際の参考とすべきものでございますけれども、当然事業それぞれによ

ってさまざまな特色、違いがございます。したがって、各管理者等の皆様方については、

そういった事業の特性等を十二分に配慮して、適切な内容となるように検討が必要であろ

うということでございます。 

 それから、最後でございますけれども、これはあくまで一つの標準契約書モデルという

ことで、どちらかというと事業に共通的な事項についてまとめたものにすぎません。した

がいまして、事業分野に応じてそれぞれの事業にふさわしい契約例の作成が期待をされる

ということでございます。ここにつきましては、「所管の省庁」という表現を使っており

ましたが、委員の皆様方からの御意見を踏まえまして、このような形で修文をさせていた

だきました。 

 以上が前書きの内容でございます。それでは、簡単に中身について触れさせていただき

たいと存じます。 
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 まず、「変更メカニズム」でございますけれども、当然ＰＦＩは長期契約でございます。

したがいまして、10 年、20 年、30 年の間には予期せぬさまざまな事象が起こるわけでご

ざいます。ただ、当然要求水準等を策定する際に、そういったことも予めある程度見越し

て、できるだけ変更がないような形で契約を作成するというのが第一でございます。 

 しかしながら、当然そうは言っても予測できないような事項が出てくることもございま

すので、そういったことに対しまして柔軟に変更に対応できる規定というのを入れていく

べきであろうということでございます。 

 特に、変更につきましては、小規模な変更というものがかなり実態としては多いという

ことでございますので、こういったものに対応した下位の変更メカニズムというのも併せ

て創設をするべきではないかという整理をさせていただいております。 

 次に、やはり変更メカニズムでございますが、サービス対価の変更、特に建設費の高騰

に対する対応ということでございます。 

 御案内のとおり、鋼材、非常な勢いで今高騰しているところでございます。ＰＦＩにつ

いては、基本的にはリスクを最もよく管理できる者がそのリスクを負担するということで

ございますので、基本的には建設費の高騰というものについては、英国においても原則と

しては受注者の方で負担をするという考え方でございます。しかしながら、応札時点で民

間が予測し得ないような急激な物価変動については、受注者が管理できるリスクの範囲を

超えているのではないかということで、公共工事標準請負約款における調整事項のうち、

単品スライドの部分と、スーパーインフレに該当するものについては、約款と同様に規定

をするべきではないかということでございます。 

 この際、当然具体的にどういう形でこの単品スライド等の規定を適用していくべきかと

いう基準等が必要でございますけれども、これらについては今後明確化していくことが望

ましいということで整理をさせていただいております。 

 ちなみに、参考資料７をごらんいただきたいと存じます。新聞等で最近出ておりますの

で、御案内と存じますけれども、いわゆる請負の公共工事につきましては、既に国土交通

省につきましては、６月 13 日に単品スライド条項を適用するという方向性を打ち出した

ところでございます。そのほか、東京都、埼玉県、そして横浜市、それぞれこういった時

点で適用を開始しているところでございます。 

 したがいまして、ＰＦＩについても今後適用していくということが考えられるわけでご

ざいますが、そういったことを考えるに際しましても、契約の中にこういった単品スライ

ド条項を適用するという規定がないと、そもそも適用自体ができないということになりま

すので、先ほどの東京都さんのようなお話が出てまいっておるわけでございます。 

 それから、ソフトサービス対価の変更ということでございます。ソフトサービスと申し

ますのは、例えば清掃であるとか、リネンサービスであるとか、どちらかと申しますと人

件費が主体になるようなサービスでございます。こういったものにつきましては、大体５

年程度は物価のインデックスと、人件費ですから同じように推移していくわけですが、５
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年をすぎると、物価のインデックスと上昇率等々が乖離をしていくというようなところが

あるようでございます。したがいまして、そういった年数を過ぎた段階で、市場の実勢価

格とアジャストメントをするような何らかの仕組みが必要であろうということでございま

す。 

 英国では、ベンチマーキングであるとか、マーケットテスティングといったものを使っ

ておりますので、こういったことを我が国でも参考にして対応していくべきではないかと

いうことでございます。 

 次に「任意解除」でございます。任意解除と申しますのは、発注者都合による解除でご

ざいます。これは当然公共側の政策の変更であるとか、住民ニーズの変化によってあり得

ることでございますけれども、言ってみれば、これは受注者ないしは民間事業者の方に何

らかの責めがあるかというと、そういうことではございません。言ってみれば、発注者に

責めがある解除ということになりますので、発注者の債務不履行による解除と同等な考え

方で整理をするのが適切ではないかということでございます。 

 したがいまして、発注者による債務不履行と同様の損失補償の支払を契約において義務

付けていくことが必要ではないかということでございます。こういったことを義務付けを

することによりまして、軽々な発注者による任意解除というものを抑制するという効果も

あるのではないかということでございます。 

 次に、「紛争予防と解決のためのメカニズム」でございます。紛争、当然これは発注者、

受注者、日ごろのコミュニケーションということが極めて重要であるわけでございます。

こちらに留意点と書いてございますけれども、これは英国の方のＨＭ Treasury がまとめ

たものを少し抜粋しているわけでございますけれども、官民双方の見解を理解し、また尊

重すること。知識、目的を共有すること。言ってみれば、相互にまず理解をしていくとい

うことが一番大事であると考えられるわけでございます。こういったことを日ごろからや

っていくということが紛争予防の最も大事なポイントではないかとまず思うわけでござい

ます。 

 ただ、不幸にして、紛争が起きてしまった場合でございますけれども、この場合は当事

者間で協議をしていくということでございます。したがいまして、当事者間で協議をする

仕組みというのを明確に条項で整理をしていく必要があるであろうということでございま

す。 

 それで、当事者間で協議がまとまらない場合でございますけれども、この場合は、当然

すぐに裁判手続に移行するということもあり得ます。その場合、いろいろな対応策がある

と存じますが、一つの考え方といたしまして、中立的な第三者が関与していくということ

もあり得るであろうということでございます。したがいまして、今回一つの選択肢として

中立的な第三者が関与をするということも規定の中に盛り込まさせていただいたところで

ございます。 

 次に「法令変更」でございます。こちらにつきましては、一番わかりやすい例で、建築
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基準法の改正がございます。例えば、建築基準法が入札の公告の段階では改正をするかど

うかよく分からなかったと。しかしながら、実際に落札が終わりまして、そして契約が締

結されるという段階になりまして、建築基準法の改正も終わり、具体的な基準が作成され

たと。その結果、例えば、芯のところに入れる鋼材が従来は２本でよかったものが３本必

要になった。それで、例えば全体の工事費が１億円増加したといったような場合について、

その費用負担をどのように考えていくかということでございます。 

 これについてもさまざまな考え方があろうかと存じます。したがって、なかなか一義的

にこう考えていくべきということは難しいかと存じます。 

 ここでは一つの考え方ということで例として挙げさせていただいているわけでございま

すけれども、一つの考え方としては、先ほど申し上げたような物価等の指標、インデック

スでございますけれども、こういったもので吸収できるようなもの。例えば、法人税法の

改正といったようなものですね。こういったものについては、これは一般的な法令変更と

いうことで受注者が負担をするという考え方も一つあり得るのではないかと。 

 それから、例えば今申し上げたような建築基準法の改正によりまして、一定の負担が増

えるといった場合につきましては、これは極めて特殊な個別の事業に対する事例というこ

とになりますので、これは当該事業に直接影響を与える法令変更ということで、発注者の

負担というように考えていくということもあり得るのではないかということでございます。 

 これを一つの考え方といたしまして、今回整理をさせていただきました。もちろんその

他いろいろな考え方があろうかと存じます。 

 次が「モニタリング・支払メカニズムの充実」ということでございます。 

 御案内のとおり、私ども、我が国のＰＦＩ、305 事例ございますけれども、そのうちの

過半数が既に運営段階に入っております。しかしながら、運営段階に入った事業が過半数

を超えたのは平成 18 年でございますので、まだ２年ちょっとしかたっておりません。し

たがいまして、モニタリング、支払メカニズムという観点でいきますと、なかなかまだ浸

透していない、ないしは充実していないというところがあるようでございます。 

 本来、要求水準書とモニタリングと支払メカニズムというのは入札時前に整理をいたし

まして、一体的に公表していくということが必要であるわけですが、なかなかそのように

は現在いっておりません。当然そういう方向に誘導していくということでございますけれ

ども、その誘導のあり方の一つといたしまして、まず、モニタリングの基本計画の案とい

うものを発注者がお示しする。そして、応札者がそれに対する具体的な方法を提案してい

く。それで落札が終わって、実際にある程度具体的な運営段階が近くなった段階で、更に

実際に近い実施計画というものを作成していくというのも一つの案であろうということで

ございます。 

 それから、実際に運営が始まった後に、日報、月報という形でセルフモニタリングとい

うことで選定事業者の方がモニタリングの結果を報告するということでございますが、そ

の際に、その報告の結果を踏まえて、いろいろと発注者と受注者の間で議論をして、どう
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したらよりいい方向に進むかということをやっていくということも一つ考えられるわけで

ございます。 

 実際にそういうことをやった事例がございまして、そういうことをやりますと、１年く

らいたつと、モニタリングによって出てくるような不具合というのが非常に減っていくと

いうこともあるようでございます。したがいまして、こういった協議の場の設定というの

も一つあるのではないかということでございます。 

 それから、次に「建設モニタリング」でございますけれども、こちらについては、御案

内のとおり、仙台で屋根が落ちる等の事例もあり、建設段階でのモニタリングというのが

非常に重要だという指摘が総務省の政策評価でもなされているところでございます。こち

らについては、セルフモニタリングが一つの原則ということでございますけれども、最終

的には発注者が責任を負うということでございますので、発注者が直接モニタリングをす

るということも特定の場合については必要であるということでございます。 

 それから、最後でございますけれども、「適切な支払メカニズムの構築」ということで

ございます。こちらにつきましては、先ほど事務局の方から、要求水準の中で御説明をし

たところと存じますので、省略させていただきます。 

 最後でございますけれども、今後の進め方でございます。本日は第 24 回総合部会とい

うことでございますが、一応７月 15 日に 17 回の推進委員会を開催させていただくという

ことが予定されております。今日御議論をいただきまして、もし御了解をしていただくと

いうことになりますと、当然７月 15 日に推進委員会に上げるわけでございますが、そこ

で上げたものは、あくまでドラフトという扱いにさせていただくということで今まで議論

を進めてまいりました。一つのドラフトということで、むしろそのドラフトを世間に出し

ていって、一般の市場の皆様方の御意見をパブリックコメントとして聞いていくというプ

ロセスを次の段階でやっていこうということでございます。 

 なお、私どもといたしましては、大体全国５カ所程度で具体的なその中身を関係者の皆

様方に御説明をして、そして御意見を聞く、そういったこともやってまいろうと思ってお

ります。パブコメの結果、そしてそのフォーラムで集めた意見の結果、こういったものも

含めて整理をいたしまして、再度総合部会にかけていければと考えております。そしてそ

の総合部会の方で、やはりまだ議論が足りない、もっと議論をすべきだということであれ

ば、今後更にプロセスのワーキンググループをやっていくということにしていったらどう

かということでございます。 

 ただ、もしここの段階で、秋の総合部会を開催した段階で、とりあえずここで一つまと

めて世間に公表していこうということであれば、そこで推進委員会を開いて公表していく

ということもあり得るのではないかということでございます。 

 以上が概要の説明でございます。 

 次に、皆様方からいただいた意見についての処理でございます。こちらにつきましては、

まず、髙橋先生の御意見から御説明をさせていただきたいと思います。 
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 まず、私どもの処理の方針でございますが、基本的には、先生方からいただいた意見に

ついてはすべて盛り込むという考え方でやってまいりました。ただ、私どもとしてはなか

なか判断しがたいこと、そして、むしろこういった場で皆様方に御議論していただくべき

かなと思ったことについては、そういったものとしてここで御披露させていただきたいと

考えているわけでございます。 

 それから、実は、これは総合部会に属されている方については初めて御報告するお話で

ございますけれども、意見については２回ほど聞いております。まず、第１次案をお示し

をして、それに対して御意見をいただきました。それに対して、その御意見を踏まえて直

したものをもう一度皆さんにお示しして、それを火曜日締めで御意見をいただいたところ

でございます。本日、大変作業が遅れて申しわけなかったんですが、私どもとしては、そ

れらに対して誠意を持って対応すべくやってまいったという結果として遅れてしまったと

いうところもございます。深くおわびを申し上げます。 

 髙橋先生からの御意見でございますけれども、参考資料 18－３をごらんいただきたい

と存じます。非常に小さい字で書いていて恐縮でございますけれども、まず、第１でござ

いますけれども、これは先生、まず５点ほど、さっき申し上げた５項目の重点課題、これ

についてはワーキングでは議論をしていなかったのではないかというお話でございますが、

これは３月 25 日に参考資料４の形でお示ししております。したがいまして、これについ

ては御確認をいただければと思います。 

 それから、いろいろとほかの検討課題について御提案をいただきました。私どもとして

は、こういったことも是非検討すべきだと考えております。したがいまして、先ほど申し

上げましたように、市場からもいろいろと御意見を聞いた後に、先生から御指摘をいただ

いた点についても、プロセスのワーキングで御議論をしていただくということがいいので

はないかというのが事務局の考えでございます。もちろん推進委員会総合部会での御判断

によるということではございますが。 

 次でございますけれども、あとは、基本的には、ごらんいただければおわかりのとおり、

大体先生の御意見については取り入れてございます。お時間の関係もあると存じますので、

もし先生、これをごらんになっていただいて、やはりこれはちょっと違うということであ

れば、後ほど言っていただければ、私ども、また検討いたします。 

 ただ、１点ほどございまして、これはこの場で御議論をしていただきたいと存ずるわけ

でございますけれども、６ページの「統括マネジメント機能」と。髙橋先生、いろんなと

ころで統括マネジメント機能について御指摘をいただいておりまして、こういったものに

ついては削除すべきだということで御意見をいただいております。ただ、一方で、こうい

った統括マネジメント機能というものが必要だという委員の先生の御意見もいただいてい

るところでございますし、また、実際にそういったものを一つ据えて上でやっているよう

なＰＦＩ事業もあるわけでございます。したがいまして、ここについては、この場で御議

論をしていただければと考えているわけでございます。 
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 以上、大変簡単でございますが、髙橋先生の意見の関係でございました。 

 それから、参考資料 21 というものがございます。参考資料 21 の方に、皆様方からいた

だいた御意見について全部まとめてございます。一応この順番に従って御説明させていた

だきます。 

 冒頭、参考資料 21－１ということで、髙橋先生からの御意見について御紹介をさせて

いただきました。 

 次に、参考資料 21－４でございますけれども、今道専門委員からの御意見でございま

す。こちら、35 ページをごらんいただきたいと存じます。 

 こちらについては、「標準契約書モデル及びその解説（案）の主要な論点」、資料１を

ごらんいただきたいのですが、これの 37 ページをごらんいただきたいと存じます。これ

は任意解除に関わる部分でございます。 

 今道委員の御意見は、まず、融資契約書がまとまるタイミングというのは、現在の実務

慣行によれば、事業契約が作成された後ということになるということでございますので、

ＰＦＩ事業契約の前に融資契約書そのものにデューデリジェンスを行なうことは困難であ

るということが一つの根幹かと存じます。もしそういうことをやるのであれば、必要な事

項に限ってやるということがいいのではないかというのが御提案かと存じますので、そう

いった趣旨を表現の中に盛り込まさせていただきました。 

 なお、これは後ほど申し上げますが、融資契約については、発注者にその写しをすべて

渡すべきだという御意見をいただいているところでございます。この点については、そう

であるべきではないという御意見も私ども伺ったところでございますので、この場で御議

論をしていただければと考えている次第でございます。 

 以上が今道委員の御意見でございました。 

 次に、岩崎委員の意見でございます。これも６月 24 日提出分に限らせて御説明をさせ

ていただきます。41 ページをごらんいただきたいと存じます。 

 まず、１番目は総論でございますので、岩崎先生の最初の御意見は、サービス内容の変

更に関するものでございまして、私どもの理解は、変更を行なうという際には慎重な配慮

が必要であるということであろうと思います。 

 こちらにつきましては、前書きの部分でそういった趣旨を盛り込まさせていただきまし

た。前書きの（４）の契約の柔軟性の確保というところがございます。そちらのページ数

でまいりますと、６ページでございますけれども、６ページの上から２つ目のポツ、「ま

た、ＰＦＩの本質は」以下でございまして、ここのところで変更するという場合について

は慎重な配慮が必要だということを盛り込まさせていただきました。 

 次に、ソフトサービス等の価格変更に関する規定についてでございます。こちらは、さ

っき私の方からは、ソフトサービスについては５年ぐらいたった段階で見直すことが必要

だということを申し上げたわけでございますが、そういった変更メカニズムに沿うような

サービスというものは余りないのではないかという御指摘かと存じます。 
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 こちらにつきましては、ソフトサービスの価格変更に関する規定の４の具体的な規定の

内容の前、対処に関わる基本的な考え方でございますが、30 ページをごらんください。

30 ページの小さい字で書いてあるところでございますけれども、「ここで規定するサー

ビス対価の改定方法は、あくまでもその業務のみ切り離して市場実勢価格と比較する（あ

るいは入札にかける）ことができるような場合を想定しており、対象となる業務は限定さ

れる」ということで、できないものは対象にしませんという趣旨を明確に入れました。 

 それから、その次が「任意解除」に係る標準契約書モデルとその解説ということで、箱

ものＰＦＩと運営主体ＰＦＩは、解除時の損失補償の考え方が全く異なると。これは、箱

ものＰＦＩについてはそもそもプロジェクトファイナンスが成立をしないという、これは

かなり大きな論点でございますので、これについては、本日御議論していただくか、また

は後ほど御議論していただくべき課題かなと思いまして、私どもの方としては特に回答を

作りませんでした。 

 次に、「法令変更」に関する標準契約書モデル及びその解説ということでございます。 

 これは先ほど私、法令変更につきまして、直接、間接というような言い方をいたしまし

たが、岩崎委員のお考えは、基本的には法令変更が当該事業に影響を及ぼす因果関係があ

るかないかという問題で、そういうこととして整理をすべきではないかということでござ

いました。 

 こちらにつきましては、そういった考え方もあるということで、脚注に入れさせていた

だきました。その脚注の方が 54 ページでございます。「また、後述する一般的法令変更

の場合や、民間収益事業の場合でも、民間では対応できるリスクではないのではないかと

の考えもある」ということで加えさせていただきました。 

 以上が岩崎委員からの意見に対する対応でございます。 

 次に、光多専門委員からの御意見に対する対応でございます。 

 参考資料の 18－２をごらんください。これは、先生の方から、前に意見をお出ししま

したが、改めて次の３点に絞って意見を申し上げますということでしたので、それぞれに

ついて、こういった形で整理をさせていただきました。 

 まず、第１、「内閣府では標準契約書を作ることは無理だったということでしょうか」

と。先生の御趣旨はそういったものをやはり作るべきだという御趣旨と理解をいたしまし

た。先ほど申し上げましたとおり、ＰＦＩ事業の契約例につきましては、このモデルとそ

の解説の中に明確に位置付けました。可能な限り早い段階で添付すべきだということを明

確に位置付けさせていただきました。是非推進委員会総合部会で御議論していただいて、

可能な限り早く添付できるようにお願いをしたいと存じます。 

 それから、次でございますけれども、「物価変動に伴う施設整備費の改訂」。これは、

先ほどの単品スライド等のお話かと存じます。 

 これについては、具体的な基準その他について共通ルールを作ることが考えられないか

ということかと存じます。私どもは、全くそれについて異論はございません。したがいま
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して、パブリックコメント等を行ないまして、市場の御意見も聞いたものをまとめた上で、

もし必要があれば、推進委員会総合部会のそれが総意ということであれば、そういった議

論を今後やっていくということにしたらいかがかということでございます。 

 それから、次が「管理者等による任意解除については、もう少し論点の整理が必要と考

えられます」ということでございます。 

 こちらにつきましても、今後の進め方につきましては、今申し上げたとおりですので、

そういったことについて検討する必要があるということで、総合部会、推進委員会、皆さ

んの総意ということになれば、当然ワーキンググループで検討していくべきではないかと

考えております。 

 以上でございます。 

 最後になりますが、美原委員からの御意見でございます。これは、先ほどの参考資料

21 の６月 24 日の提出分につきましては、74 ページに書いてございます。 

 美原先生からの御意見は、字句のところについてもいろいろと御指摘をいただきました。

大変どうもありがとうございます。ほとんどのものについては、したがって、先生の御指

摘のとおり修正をさせていただきました。こちらにつきましても、もし先生ごらんいただ

いて、私の趣旨と違うというお話がありましたら、後ほどおっしゃっていただければと存

じます。 

 ただ、数点、これについてもこの場で御議論をしていただいた方がいいのではないかと

いう点がございます。それが先生からいただいた資料の「重要論点」と書いてございます

３ページでございます。「財務モデル等の必要性」ということでございますが、先生の御

主張は、財務モデルにつきまして、基本的に発注者、受注者の間で合意をするという必要

性はないのではないかと。本来、解除等に必要な限りで合意する事項を絞っていけばいい

のではないかという御議論かと存じます。一方で、そういったことをむしろやるべきだと

いう御意見もございました。したがいまして、この点についてはこの場で御議論をしてい

ただければと存じます。 

 あと、財務モデルについてといろいろと先生御議論をいただいているところでございま

すが、それから、７ページの「重要論点」のところでございます。これは融資契約。融資

契約について、むしろ発注者の方に写しを渡すべきではないかという御議論であると思い

ます。これについても委員の皆様方で御異論もございましたので、この場で御議論をして

いただければと存じます。 

 残りは、基本的には、資料２の方も含めて、先生の御意見は概ねと申しますか、すべて

反映させていただいたつもりでございます。もし、先生ごらんいただいて、これは私の趣

旨と違う、こういうふうに直してほしいということがありましたら、後ほどおっしゃって

いただければ対応させていただきたいと存じます。 

 私の方からは以上でございます。 

○山内部会長 ありがとうございました。それでは、時間もあれですが、ただいま御説明



 22

いただきました３つの点について御議論願いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○Ａ委員 資料についていいですか。 

○山内部会長 どうぞ。 

○Ａ委員 全部で資料がありますのが、参考資料でいきますと二十幾つまで。 

○山内部会長 23 ですか。 

○事務局 議事次第の方に全部リストになっていますけれども、そこで 24 まであります。

ただ、冊子になっているものが２つあって、それは、番号を付けてございませんので、そ

ういう格好になってございます。 

○Ａ委員 お伺いしたいんですけれども、資料ですね。私の方の質問もこの中で、21 で

すか、入っていまして、それについての回答というのもちょうだいしているんですが、そ

れは入っているんですか。 

○事務局 既に先生の方にお送りした回答でございますよね。 

○Ａ委員 ええ。 

○事務局 それも入ってございます。 

○事務局 既に先生の方にメールで回答させていただいたものがあろうかと思います。 

○Ａ委員 同時にメンバーリストみたいなものをいただいている。それは何ですか。 

○事務局 先生がおっしゃっているのは、内閣府の方で専門家の方からいろいろと意見を

聞いておるということだが、そのリストを出してほしいということであったかと存じます。

その件につきましては、参考資料の 17 をごらんくださいませ。私ども、なかなかこうい

ったことについて専門的な知見もございませんし、また、その能力もなかなかございませ

んものですから、弁護士の先生方とか、民間の事業者の方とか、発注者の方にいろいろと

お集まりをいただいて、具体的な現場でのお話ですね。こういったことについていろいろ

とお知恵をいただいたところでございます。契約の標準化と要求水準の明確化、それぞれ

御専門の方が違いますので、２つに分けてそういったものをやらせていただきました。そ

のリストが参考資料 17 でございます。大体こういった方は、ＰＦＩの業界にいらっしゃ

る方であれば、どういう方か御存じかと存じましたので、あえてプロフィールについては

お付けをいたしませんでした。 

○山内部会長 そのほか、御意見いかがですか。 

○Ａ委員 先ほど、事務局からの御説明で、プロセスが７月 15 日に委員会を開くと。私

なんかも早とちりで、そこで最終的に公表するというベースで作られるのかなと思ってい

たんですが、それからも検討のプロセスの時間はあると、そういうことで今後は進むとい

うことですか。 

○事務局 事務局としては、そういう考え方でおります。ただ、これ、事務局の案でござ

いまして、最終的にお決めになりますのは、推進委員会ないしは総合部会の皆様方の御判

断と存じております。 

○山内部会長 基本的に、参考資料３で７月 15 日に推進委員会を開くと、そこで一度議
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論していただくということにして、それからパブコメをかけるということですね。パブコ

メをかけた後、当然反応があるわけですから、そのままというわけにいかないので、秋に

総合部会をやります。それでよければあれだけれども、いろいろな御意見があれば、ここ

にありますように、必要に応じて４回、５回のワーキングをやると、こういう。 

○Ａ委員 そうすると、７月 15 日にはかなり確定ベースというのか、あるいはこれで検

討してくださいという提案ベース、一応委員会としての公的な意見として出すと、こうい

うことでございますね。 

○事務局 先生おっしゃるとおりです。確定版ということではございませんで、世に問う

ものを総合部会ないしは推進委員会として整理をしたということでございます。 

○Ａ委員 そうしますと、ちょっとよろしいですか。我々何をするべきかということで考

えなければいけないので。 

 この御回答いただいた中で、私がお聞きしているのと違うなと思っていたのは、ワーキ

ンググループというのはそのもの自体は、法的に別に根拠があるわけではなくて、委員会

があって、委員会に対して部会が提案をすると。しかしながら、作業が必要だから、ワー

キンググループというのは作業部会だと。これまでも作業部会として我々としてはやって

きたわけでございますが、特に最初のガイドラインなんかを出すときには、事務局の方も

大変でございましたし、参加する委員、専門委員の方も、原稿書きからかなり参加してい

たわけですね。 

 それに対してちょっと違うなと思いますのは、今回このリストにある２つ、実は私は

25 日にこの回答を拝見したんでございますが、それまで一体何をなさっているか、さっ

ぱり知らなかった。それで、実はこういうつまらない話を申し上げるのもあれですが、

我々、どう位置付けられるかということで、時間的に考えますと、要するに、この原稿と

いうのは、ワーキンググループで作業したんじゃなくて、ワーキンググループで検討して

くださいとして出されたものですわね。それで、いろいろ意見は確かに出ているんでござ

いますけれども、こういうつまらない例を申し上げてあれでございますが、最近、ウナギ

だとか牛でいろいろ問題になっているんでございますけれども、前は、我々が作業をして、

それについて必要な専門家なり実務、例えば地方の公務員の方とか、やっている方の御出

席をいただいて意見を聞いたりとか、そういうふうに進めてきた。私は当然そういうもの

だろうと思っていたわけです。それで、ここに書いてあられる方々というのは、これまで

も席上、事務方とか、あるいは座長の方々が専門家とおっしゃっていられる方々なのだろ

うとは思います。しかしながら、そうだとすれば、ここに税金の話がありましたので、お

伺いしていたわけです。これは、この席が、つまり、ワーキンググループが３回開かれた。

そのときの日当等の費用であると、こういう御回答であられるかと。それを敷衍して考え

ると、かなりたくさんのメンバーの方々がおられるというのは、ここの席に出られて、共

通の方もおられますけれども、当然趣旨が違うわけで、税金の負担がなくボランティアな

のか、ほかにスポンサーがおられるのか分かりませんが、そういう外部の席でお作りにな
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ったものがそのままドラフトなり案なりのこととして出された、こういうふうに私は受け

取ったわけでございます。 

 そうすると、つまらない言い方でしますと、一体幾らお金をかけて作られたのか。六十

何万で済んだのかなと。そういう御回答ですからね。それ以上については、委員会でも何

も承知していないのだろうと。私も聞いたことはないんです。そういう位置付けで。 

 しかし、外部の資料につきましては、ここにおられる委員の方も非常に立派な本を書か

れて、私も読まさせていただきましたけれども、意見が違っても、それは参考意見として

極めてウェルカムでございまして、そういうのはどんどん参考として見させていただいて

いいんだろうと思いますよ。そういう意味では。しかし、委員会の案で最終的に出るとい

うことであると、これはどうなんだろうということを実は感じざるを得ないんです。 

 内容については、これから御議論なんですが、ざっと申し上げますと、大きな問題でも、

例えば財務モデルの問題、あるいはＳＰＣに関する記述、あるいは官庁、一応直されたと

は言いましたけれども、もともとのはＰＦＩに関するノウハウの集中をどこでやるか、こ

れは極めて重要な課題ですけれども、その書きぶりについては非常に問題があると思って

います。これは私の勝手な意見じゃなくて、ＰＦＩ法と基本方針とそのときあった議論と

踏まえて考えますと、まさにそれに反するんだろうと思っています。 

 紛争解決につきましては、兼ねてからこれは課題でございまして、議論が進んでいない

うちに結論みたいに出すというのは、非常に危険なところですね。一般論としてちょっと

参考の注書きをする程度なら、もっと進んだ議論の方がよろしいかとは思いますが、いか

にも委員会として出すには、重要過ぎる、このままでは問題が起こり得るかもしれない。

あるいは、書く中で、私も今回新しいところに目を通し切れていませんが、民間収益事業

のあり方というのは、私が拝見したのは、先日ちょうだいした方で拝見しておりますけれ

ども、これなんかは、どう見たってＰＦＩの構造を理解していない方が書いたとしか思え

ないんです。 

 統括マネジメント。これについてでありますが、私も意見で申し上げておりますけれど

も、これは議論をしていただくというのは当然だろうと思いますけれども、これも非常に

問題のあるあり方。というのは、ＰＦＩとは何かという根源的なところに及びかねないも

のについて、いとも簡単に統括マネジメントというのが入ってきている。 

 サービスプロバイダ。この辺の議論も前にありましたね。これは、いかにも統括マネジ

メントが有効であると、そういう趣旨でお書きになっていらっしゃるんですけれども、果

たしてそうなのかと。サービスプロバイダ。フランスのビベンディなんかは職業替えして

しまったみたいでございますが、現実にそういう業者さんが役に立つのは間違いないんで

すが、その辺の位置付けというのはここに書かれていたような内容ではないのではないか

と。 

 あるいは、資料２－２は撤回されたかと思いますが、これについては撤回した理由を別

途明確に教えていただきたいんでございますが、その中の一つに、例えば融資の資料だと
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かということについてもあります。先ほど金融機関の方々は、事前には出せないんだと、

そういうこともあります。この辺はいかにも煮詰まっていない。そういう段階で、いかに

も委員会として提示するようなものとして出すというのは不十分すぎるような内容ではな

いか。 

 ざっと挙げただけでも８つ。もっとあると思いますよ。だけど、私が気が付いた大きな

ものだけに限って見ても、これだけあるんです。これを、いくら途中の案だといっても、

一応総合部会、委員会、その議論を経て、これを公に供するということになりますと、そ

このところは何でも出せばいいというものじゃないんだろうと思います。確かにここに参

加されているメンバーの方々の御発言では、早く出せと、こういう議論があったのは事実

でございます。それについては民間でいろんな意見があるというのは、本だとか、ガイド

ブックみたいなものであるのは確かに間違いなくあるんです。しかし、委員会として出す

には、そういうものを全部含めて検討した上で、公正妥当な、だれしも問題のないような

方向へ導く線で出すべきなんだろうと私は考えております。 

 ちょっと長広舌になって申しわけないんですけれども、そもそもＰＦＩといいますのは、

もともと出てきましたのは平成 10 年２月の政府の総合経済対策から出てきた。そこのと

ころに、先のことも考えて、ある程度のこと、言葉は簡単ですが、モラルハザード、避け

るべしという趣旨がはっきりと出ています。特に民間収益事業のところの書き方を見ます

と、今までもちょっと議論があったんですけれども、まさにこのとおりに書いちゃったら、

全く反対の結論になるんじゃないか。非常に問題の多い表記なんですね。したがって、そ

ういう意味で言いますと、内容的にまだまだ問題が大きい。「てにをは」どころか、コン

セプトそのものに問題がかなり大きなものが残っている。 

 一方で、2003 年ですか、私がまだまだこういうペンディングが残っていますよとガイ

ドラインが出たときに申し上げたリストで、そのころはまだ８つだったんですが、その中

に標準契約というのがあります。その標準契約がなぜ必要か。個々具体的な事業分野とか

事業類型ごとにかなり事情が違う。本質的な問題も含んでいる。簡単なことを申し上げま

すと、ＢＴＯ、ＢＯＴ、ＢＯＯ以外にも、当然のことですが、ＲＯというような類型もあ

るんですね。特に今後はＲＯというのはＰＦＩの分野では重要な類型になってくるんじゃ

ないか。そうすると、全く契約書に書いてくる文言の内容が変わってくるわけです。 

 そういうことを考えますと、「標準契約書モデル」という言葉でかなり誤解を受けるの

ではないか。むしろ望ましいのは、各類型だとか構造に合った、もちろん個別の案件ごと

に違いがありますけれども、主要なところは大体そういう項目をずっと挙げていけば、契

約書としての体をなすというものを目指すべきだと思っていますし、標準契約書モデルと

いうことだと、私なんかもそれを考えるわけです。そうしますと、これはちょっと問題な

表現になってしまうのではないか。 

 そうすると、15 日に上げるのは結構なんですけれども、今日これだけの大量、ボリュ

ームのある資料をポンと出されて、はい、どうですか。これは正直無理だと思いますね。
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できればお願いしたいのは、私ども、ちょうど６月というのは忙しい時期なんですけれど

も、なるだけ時間を割いて目を通したいと思いますが、少なくとももう一回は総合部会を

開いていただいて、それぞれの意見表明もあるでしょうし、少なくとも確認をするような

場を設けていただきたい。そういうお願いを最低限したいと思います。 

○事務局 部会長、意見ございますが、よろしいですか。 

○山内部会長 どうぞ。 

○事務局 これは推進委員会の総合部会でございまして、Ａ委員を含めて 15 名の委員の

皆様から構成されております。残り時間 30 分をもう切っておりますので、Ａ先生以外の

皆さんの御意見も是非お聞きいただければと思います。 

○山内部会長 ということで、Ａさんからああいう意見が出ましたけれども、ほかの皆さ

んの御意見を伺いたいと思いますが、いかがでしょう。どうぞ。 

○Ｇ専門委員 すみません。５時から授業があるので、もう退室しなければいけないので

申しわけありません。 

 私、ワーキングに出ておりましたので、本日はワーキング以外の委員の先生方に、どう

いうふうに考えられるかという意見を主に出していただいて、結論を得ていただければと

存じます。 

○山内部会長 という御意見もありますが、いかがですか。どうぞ。 

○Ｂ専門委員 かなりよくなっていると思います。御趣旨のほどはよく分かりますが、た

だ、Ａ先生のおっしゃっておられた明確な論点があるというのも事実だと思います。 

 それと、確かに今、事務局からも、これは論点の論点と言われましたけれども、それは、

今日の総合部会の委員の先生方の意を聞いても恐らく尽くせない。恐らく別途総合部会の

先生から書面で意見をいただくなり、調整しなければいけないですし、そういった意味に

おいては、Ａ先生のおっしゃること、もう一回開いて見て調整してみるということは、ス

テップとしてはコンセンサスにより近づくのではないかと思います。 

○Ｃ専門委員 私は全く反対でございます。まことに今日そのような発言を聞くことは心

外でありまして、前回、ここでお話ししましたように、これはドラフトであると。我々の

パフォーマンスを問われているということを申し上げました。そのときにおっしゃればい

いことでありまして、そのときに不同意を明確に表明されずに、またこういう皆さんの総

合部会でドラフトを開けて、むしろ我々15 人の枠ではなくて、一般のさまざまなＰＦＩ

に関わっている方々の広く御意見も伺った上で、そのフィードバックをもらってよりよい

ものを作っていこうということで合意にしたにもかかわらず、今日この時点で今までの積

み上げに対して、このような御発言があるということは、私は大変心外でございます。 

○Ｂ専門委員 済みません。私、前回出ていなかったものですから。 

○Ａ委員 ちょっとよろしいですか。私はまだ議事録を確認していないんですが、テープ

を何度も聞きました。そこでの私の理解でよろしいでしょうか。 

 先日来、Ｃ専門委員は、要するに早く出すようにと、こういうことをおっしゃられた。
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私の意見は全く反対だ。一方で、簡単で分かりやすいものを出せと。そういう意味では、

資料２－２を付いている段階とおっしゃっていたわけです。間違いございませんわね。 

○山内部会長 資料２－２というのは何ですか。 

○Ａ委員 契約書です。 

○山内部会長 前のやつですか。ワーキングのときの。 

○Ａ委員 そうです。今回、撤回するということでありますが、ある段階で非常に細かな、

見逃したら大変なことが大部の中にポッと入っているような、そういう中で、早く出せ、

早く出せとおっしゃっていたかと私は理解しております。そういうことは、御自身の本の

中でそういう内容のことを書かれるのは非常に結構でございますよ。しかし、委員会とし

て出す以上、それでよろしいんでしょうか。その意味では、私は非常に責任があるんだろ

うと思っています。 

 そうすると、進め方でまず申し上げますと、Ｃ委員の意見に対してどうかという以前に、

15 人一致しているかどうかなんていうのは、個々に確認していないでなぜ言えるのかと。

会社法が今度変わりまして、取締役の責任というのは、個々の意見ごとに決まるわけです。

賛成なら賛成と、この内容でいいという保証書を書いていただきたい。私はそう思います。

私はそういう責任を負っている以上、課題があるんだから、本当はもっと詰めると、細か

な「てにをは」なんか私は問題にしているんじゃないんです。そんなつまらないことを議

論しようとは思っていません。しかし、極めて重要なことが含まれているから、そういう

ものを見逃したまま上げるんだったら、それでいいとお墨付きを出していただきたい。Ｃ

先生にはそうしていただきたい。 

 もう一つ申し上げたい。このメンバーを見ますと、Ｈ専門委員が乗っかっていらっしゃ

いますよね。この委員会というのは２つあります。タイトルが長いので、勝手ながら、私

は少なくとも知らなかったから、標準契約の方は闇のタスクフォース１、あるいは闇１と

しましょう。２番目の方は、闇のタスクフォース、闇２。この存在を私は知らなかったん

です。何でそこから出てくるのか。Ｈ委員の発言も私は何遍も聞きましたよ。何とおっし

ゃったか。私はそのことが刑法的に問題などと言う気は全くないけれども、少なくとも道

義的には問題だろうと。非常によくできている。そうおっしゃった。早く出しなさいと。

何のことはない。 

 例えば、こんな該当があるか知りません。クラスの生徒が、これは校長先生が書いたも

のだから、あなた聞きなさいと。後でわかったら、何のことはない、その人が書いていた、

そういう構図じゃないんですか。違いますか。 

○山内部会長 Ａさん、個人的にどういう意見を持っていたかについて議論はしても、そ

れはそれぞれの委員の意見だと思いますよ。ですから、そこを今ここでやってもしようが

ないと私は思っています。 

○Ａ委員 しかし、15 人が一致して賛成したと決め付けているというのはおかしい。 

○山内部会長 ちょっと待って。15 人が全部一致してということじゃないと思うんです
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ね。今日もそうなんですけれども、これは多数の意見で決めるんだと思いますよ。総合部

会であれ。Ａさんの意見は非常に有力だし、重要なことだから、皆さんお聞きになってど

う考えるかだと思うんです。 

○Ａ委員 だから、意見の違いはいいんです。だから、それは明解にしてください。 

○事務局 お話し中でございますけれども、御案内のとおり、民間資金等活用事業推進委

員会令というものがございます。この中で、議決については明確に規定がございます。本

日の参考資料の 22 でございますが、議事につきましては、委員会の議事は、出席した委

員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによるという規定がございま

す。なお、これは総合部会にも引用されているところでございます。これがこの推進委員

会ないしは総合部会のルールではないかと存じます。 

○Ａ委員 しかし、それはワーキンググループに適用されるんですか。あるいは、政令に

ありますように……。 

○事務局 今日は総合部会ですから、総合部会です。 

○Ａ委員 そうなんですが、ワーキンググループから出てきた材料ですよね。そうですね。

その次に、政令を見てみますと、事務当局の役割というのも出ていますね。そういうこと

を勘案して我々は、どういう法的な根拠があるのかを考えて出すべきだと。基本的に私は

初めからそういうことを申し上げているので、法的な根拠は一体何なのかということを承

知の上で出さなければいけませんねと、そういうことを申し上げていたんです。 

○山内部会長 昔、でも、もともとこの推進委員会でワーキンググループを作って、それ

でガイドラインとか作ってきましたよね。同じことですよね。 

○Ａ委員 同じことだったら、私はあまり問題ないです。闇の何か知らない、私なんか全

く 25 日まで知らなかった。そこで作られた原案が出てきたということを私は申し上げて

いるんです。 

○山内部会長 作業部隊みたいなのがあったということ自体ですか。 

○Ａ委員 うん。私なんかは知らなかったですからね。 

○事務局 それは山内先生からも何度もワーキングでお話が出ました。 

○Ａ委員 具体的に出たのは 25 日ですよ。私が知らされたのは。 

○事務局 その前から出ております。 

○Ａ委員 具体的には何も出ていなかったです。そんなつまらないことを議論したくはな

いですがね。 

○山内部会長 作業部隊を作るという話はしたんです。 

○Ａ委員 あった方がいいなと。しかし、それは、従来ですと、ワーキンググループに御

参加していただいて、実際、分担なんかを決めて、原稿をばらばらにして書く、そういう

経緯もあったんです。 

○山内部会長 かつてそういうことをやりました。 

○Ａ委員 それが、私なんかは、ワーキングというのはまさに作業という意味ですからね。
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４号館の外にあるなんて、想像だにしないことですよ。こういう言い方は何ですけれども。 

○事務局 先生、誤解があろうと思いますけれども、私どもが標準契約書と、こういった

ものを作るということは、はっきり言って我々の能力ではできません。したがいまして、

我々としては、まず、よろしいですか、基本的には、今回のものの執筆責任は私ども推進

室の方にございます。したがいまして、先ほどＨ委員のお話をされましたけれども、この

ドラフトを書いたのは私どもでございます。ですから、それの責任はすべて私どもにあり

ます。ただ、私どもは専門的な知見が必要ですので、そういった方たちの知見をいろいろ

と伺ったということでございます。そうでなければ、私どもとして責任を持ってワーキン

グに出せるようなドラフトを作れないので、そういった方たちの御意見を聞いたというこ

とでございます。 

○Ａ委員 ならば、なぜワーキングの席でそうしなかったんですか。初めから。 

○事務局 おっしゃっている意味がよく分からないんですが。 

○Ａ委員 初めからワーキンググループ、ワーキングというのは提案権があるわけじゃな

い。提案する内容を作業する部隊。だから、お答えの中で変だなと思ったのは、ワーキン

ググループというのは、言ってみれば作業をする。汗をかき、足を使う、そういう部隊だ

と。従来からそういうことだったから、私もそういう理解でいた。 

○山内部会長 前にＡさんとはずっと 10 年近く一緒にやらせていただいて、ワーキング

をやりましたけれども、あのときと多分問題の複雑さが格段に違っていて、今や 300 件も

案件が出ていて、物すごく複雑な問題が出てきていて、しかも、今回出すような内容とい

うのはかなり実務的なところですよね。そうすると、昔やっていたワーキングみたいに、

ある意味では単純な議論を重ねたんだけれども、そのレベルじゃないので、事務局として

は、だから、出す資料をタスクフォースで作らせたんだと思いますけれども。 

○Ａ委員 大変だというのは別に否定しません。それに見合った体制を作るように、総合

部会から委員会に上げるなり、その上での話です。 

 六十何万円で云々というのは非常に重要なことで、これは予算を使う。ちょっとお答え

の中で実際の記録とちょっと違うなと思うんですが、確かに税金を使う以上責任があるん

です。間違いないですわね。ならば、六十数万円以外でそれはなさっているわけでしょう。

この回答から見ると。専門の方にお見えいただいて作業していただくなら、それは日当な

り何なりは予算の負担で、これは不自然ではありませんよ。私もそんなのをやめろなんて

一切言う気はありません。ありませんけれども、例えば、ワーキンググループの席では、

どなたがどういう御意向かというのは、テープを拝見したりしましたけれども、外のグル

ープのことは一切知らないんですから、何が話されたかも分からないんですから、そうい

う状況自体が私は必ずしも事務当局の責任で全部ドラフトを上げるなんて、そんなことを

申し上げてはない。政令で書いてあるのも、別にそんなことを言っているのは、あくまで

もサポートですから。そういう意味では、ちょっと極端なことを言えば、それ以上のこと

をなさっている、そういうことじゃないんですか。 
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○事務局 事務局としては、どういう結論になっても結構です。基本的にお決めになりま

すのは総合部会でございますので、総合部会のほかの皆様方の意見も聞いていただいて、

総合部会の意見として結論を出していただきたいと存じます。 

○Ａ委員 それはそれで、そういうことで押し切られるのは結構ですが、その中で明解に

私はここを承服できない。そういう意見については、当然添えていただけますな。よろし

いですな。 

○山内部会長 Ｄさん。 

○Ｄ専門委員 済みません。いろいろ議論が錯綜して。Ａ先生が問題になさっているのは、

この案というものをパブコメにかけるタイミングが早過ぎると。もうちょっと総合部会な

りワーキンググループなりでいろいろ精緻化して、それを出した方がいいということで…

…。 

○Ａ委員 精緻化ではありません。 

○Ｄ専門委員 精緻化ではなく、もっと議論を重ねた上で責任を持って出した方がいいと

いう御意見だと承ったんですけれども、それにもう一つ別の論点があるようで、つまり、

この案を作るに当たってのプロセスというのが、ワーキンググループできちんと検討すべ

きてあったけれども、タスクフォースから上がってきたものをワーキンググループが検討

するという形では、それはデュープロセスではないというような御意見なのかなと思うん

ですが、今重要なことは、ワーキンググループでもいろいろ議論がありまして、もうちょ

っといろんな議論を重ねてから出した方がいいという議論と、それから、今、318 件でし

ょうか、そういうものが動いておりまして、半数以上がオペレーティングの段階に入って

いると。いろんな問題が出てきているところでありまして、これからも民間、ＰＰＰを進

めていかなければいけないという日本の状況において、どういうふうにこれから、いろん

な問題を解決しながら、いわば生成しながらやっていくという状況にあると思うんですね。

それは、私が所属している市場化テストの方でも同じような状況でありまして、市場化の

方は非常に短時間、そんなに長期間ではございませんので、それほど複雑な問題がないと

言えばないんですけれども、官民が協働してやっていくという意味では、いろいろなコミ

ュニケーションの問題ですとか、サービス水準の問題ですとか、いろいろな問題があって、

それもいろいろ、簡単なものについては、定型的なものについては標準的なものを作った

りとかしながらやっていくというような、進みながらやっていくというような状況にある

んですね。 

 ですから、今、状況、環境的には、社会的な状況、日本の財政状況、大変ですから、い

ろいろＰＰＰを進めていかなければいけないという段階で、問題を非常に効率的に進めて

いくにはどうしたらいいかという論点が大きな論点としてあるんだろうと思います。 

 そのときに、ここでいろいろな知見を寄せ集めて一生懸命検討して、責任を持って出す

ということも重要な観点かと思いますけれども、まだ不十分な点、いろいろな議論を尽く

せないところがありますが、それをまた市場といいますか、世の中に出していって、パブ
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コメをもらって、それをまたフィードバックをもらった上でワーキンググループなり何な

りを開催して議論を積み重ねていくということも一つのイノベーティブなステップではな

いかと私なんかは思っておりまして、そういう進め方もあるのではないかということだと

思います。 

○Ａ委員 よろしいですか。もしそういうことであれば、かねてから時間がないというと

きに、最初にマッピングをすべきだと。例えば３次元のものを考えたときに、どことどこ

をカバーして、問題点というのがあるわけですから、そこを集中して議論すると、時間が

足らないわけですね。だから、そこだけを出せばいい。 

 しかし、そうなりますと、残念ながら全体をカバーするような標準契約というスタイル

になかなかならない。個別テーマに議論して、こうではないかと、そういう格好で、多少、

一つではなくて、そういうのならいいんです。 

 ただ、そうなりますと、標準契約書モデルという言葉と、あともう一つは、中に、ＰＦ

Ｉコンセプトとか事業コンセプトとかいうような従来のＰＦＩの構造の中で基本計画とか

基本構想とか既に取り上げられている、しかも法的にある程度リファインされているよう

な言葉をすっぽかして、いきなりそういうものを出していく。そういう原案が出てくると

いうのは非常にまずいのだろうと思うんです。そうしたら、ここは、そういうむだな、よ

けいなことは省いて、ある程度集中して説明を出さざるを得ない。 

 しかし、一方で、先ほどＮ先生もおっしゃっていましたけれども、標準契約の必要性と

いうのは間違いなくあるんです。あった方がいいんです。しかし、あったものを出せば、

トラブルというのは現実に起きている。そういうことを考えれば、拙速で、いかにもでき

上がったような標準契約をいきなり出す、これはこれで問題なんだろうと思うんです。だ

から、そういう形で出すのであれば、それこそ分かりやすい、どこをどう言っているのか

わかる。個々の事業ごとにどこを検討しなければならないと、そういうものがちゃんと指

摘されている。そういった形で出すなら、私は非常に結構だと思います。そういうことを

申し上げているんです。 

○Ｅ委員 Ａさん、いつもそうやって言われたので、今回、標準契約モデルという言葉で

言っているこれは、全然標準契約書モデルを全部カバーしているものじゃないですよね。

基本的に。 

○Ａ委員 言葉を変えなければだめですね。 

○Ｅ委員 この前も議論して、これは契約の標準化をしているわけで、そのときに最初に

明確に議論したのは、論点がこことこことここでありますと。だから、エッセンスとして、

この問題についてはこういう標準的な契約があり得るのではないかという論点だけを言っ

ているだけで、さっき説明があったように、例えば契約の変更というのはどうするとか、

解除をどうするとか、それについてやっているだけだから、要するに、これを見たらすべ

ての契約について一から条文を書けるかというと、そういうわけじゃない。全く。そうい

う意味では、要するにエッセンスの、しかも問題点、今問題になっているところだけを書
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いてあるんだから、おっしゃるような意味で、いろいろな分野によって違いはあるんだけ

れども、わざわざここではエッセンスだけを持ってきていて、要するに、分野で違わない

ところだけを持ってきているというように考えているんだけれども、そうでしょう。 

○事務局 おっしゃるとおりです。 

○Ｈ専門委員 ちょっと今の大きな議論と外れてしまうんですけれども、先ほどＡ先生の

方から名指しされたものですから、そこのところだけちょっと御説明しておいた方がいい

かなと思うんですが。先ほどのタスクフォースという存在ですね。学識経験者、実務の経

験者、私の方に声がかかったのは、こういった短期集中で、契約、要求水準、ＶＦＭはこ

れからですね、まだ始まっていませんけれども、そういうものを総合部会の下でワーキン

グを作って、そこで議論して総合部会に上げるんだと。ただし、ワーキングの中でもなか

なかそんなに進捗するわけではないから、ワーキングに上げるたたき台をそこで是非議論

してくれないかと。そういうふうにお声かけいただいたものですから、私の方は喜んで参

加いたしました。 

 それで、ちょっと誤解があるかなと思っているのは、その中でも、例えば標準契約書に

関して言うと、「標準契約書モデル及びその解説」というのと、そうではなくて、一般的

な論点の整理と、大きく２つあります。たしかタスクフォースの中の議論だったかと思い

ますが、私の方も標準契約書モデルそのものをよくできているとか、これをこのままでい

いから出してくださいというように言った覚えはなくて、逆に、論点のところは非常によ

く整理されているけれども、この論点をトレースした形のものとして契約書の標準的なモ

デルを出すにしても、これはそれほどまだ練れていないし、論点との整合性もとれていな

いから、ここはいかがなものでしょうかという、そういう意味では、私自身が契約書その

ものを出すのには異議を唱えている、そういう立場です。 

○Ａ委員 それはわかりました。 

○Ｈ専門委員 ですから、標準書モデル自身が私のタスクフォースなりワーキンググルー

プの資格として、これは非常に良くできているからすぐ出すべきだというように申し上げ

たことはございません。 

○Ａ委員 そうですか。それは分かりました。しかし、私が誤解なのかもしれませんが、

私の質問が、この案の方ですよ。タスクフォースなり、それは分かりませんよ。ワーキン

グチームなのか分かりませんから。出てきたのは、どういう御立場で書いたのか、それを

知ったから、私は意見の必要があれば申し上げたいという回答の中で出てきたわけです。 

○Ｈ専門委員 それはタスクフォースのメンバーがでしょう。 

○Ａ委員 答えとしてね。私はそれを要求したわけじゃないんです。どの部分を、どなた

が、どういう専門知識のある方が、あるいはＰＦＩの、私の質問書を見ていただければ分

かりますが、どなたが書かれたか。立場によってあるでしょう。あるいはひょっとしたら

利害関係があるかもしれない。だから、そういうところを個々の部分ごとに書いたもの、

言ってみれば、この資料にどなたが執筆したということだけでも結構だから、それをいた
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だきたい。そうしたら名簿が出てきた。 

○山内部会長 それはちょっと違う。だって、さっきから言っているように、このドラフ

トは事務局が文責があるので、タスクフォースには別に何の責任もない。話を聞いている

だけなんだから。 

○Ａ委員 答えがたまたまそういうふうに返ってきたから、私はそういうふうに受け取っ

たわけです。 

○Ｉ委員 タスクフォースのメンバーは一切書いておりません。 

○Ｈ専門委員 それと、もう一つ申し上げますと、そういった立場で、言ってみれば、昨

年 11 月に報告書を出して、課題の抽出が行なわれました。ただし、その課題に対しての、

今度はＰＦＩ推進委員会としてガイドラインの改定であるとか、報告書であるとか、そう

いう意味では具体的なものを示す必要があるだろうと思います。そういうものに資すると

思って私どもは協力しています。その中で決して間違ったことを言っているつもりもござ

いませんし、そういう意味では、議論の内容については、少なくとも私の立場上は自信を

持って申し上げているつもりでおります。 

○Ａ委員 先ほど私が問題としていました民間収益事業のくだりなんかは、私はＨ専門委

員が書かれたかどうか、はっきり言って存じません。どなたが書かれたか分かりません。

あるいはそうでないのでしょうね。もしその辺だったら、タスクフォースのテープを是非

ともいただきたいんですが、例えば、そういう問題のある箇所をどういう御立場で書かれ

たのか。そんな簡単な問題じゃないんですね。今までの議論もあったしね。委員会なり総

合部会で。 

○Ｈ委員 私はタスクフォースの議論には参加しておりますが、私自身がドラフトしたわ

けではありません。契約の専門家が作業していただいたと理解しております。 

○Ｅ委員 問題を整理したいんですけれども、Ａさん、基本的に２つ御指摘されていると

思う。１つは手続論で、それともう一つは、この内容について。内容については、直すと

いうことだと思います。それは事務局も全く異存なくそうだし、それから、今おっしゃっ

たような、私は具体的に知りませんけれども、収益事業について本質的に違うんだという

ことであれば、それは重要なことだから、それは直さなければいけない。直していきまし

ょうというのが１つですよ。 

 手続論は、それはもちろんあるかも分からないけれども、ただし、今ここで手続論をし

て、全部始めるというのはもう無理な話ですよね。はっきり言って。それは時間の問題と

かそういう問題じゃなくて、我々は仕事を次に進めていかなければいけないという問題が

あるので。だから、時間をとるんだったらば、例えば、パブコメの後とか、ワーキングを

やります。これ、いいですよ。それがありますね。一つ。 

 それから、御指摘のように、７月 15 日までにもう一回総合部会を開くか開かないか、

これは物理的に無理かどうかという問題があるので、例えば直したものを皆さんに見ても

らうとか、持ち回りとかいろんなことがありますよ。だから、そういう形で、とにかく確
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認をとった上で、それで委員会に諮るということでいいじゃないですか。 

○Ａ委員 少なくとも内容につきましては、おっしゃるとおり、最低限持ち回りで、最終

的な内容を皆さん目を通していく格好でやっていただきたい。 

○Ｅ委員 手続論は、おっしゃることはよく分かるし、もっと別のやり方があったかも分

からないというのはあるんだけど、それは委員会に諮って、その後、プロセスのワーキン

グとかいろいろやるんだったらば、もう一回そこで仕切り直したらいいですね。 

○Ａ委員 今後の件についてはそういうことにするしかないですわね。過去のことは過去

のこととして、これは別の議論としてあるのかもしれない。ただ、今後、パブコメ以降の

検討は当然必要になると思いますので、それについて、総合部会での統一した意見として

こういうふうに進めたいんですがということであれば、それはそれで。これを今出せとい

ってもそれは無理でしょうけれども、持ち回りでもあと一回できれば、あるいは定足数と

関係なく議論を出せる場でもできる。もちろんそれは持ち回りで。 

○Ｅ委員 実際にこれだけの人を集めるのは大変ですよ。日程的にはほとんど。だから、

まさに確認をとる場所ということにならざるを得ないかも分からないけれども、という形

で、内容についてはそれをやったらいいじゃないですか。 

○Ａ委員 内容は急ぐのであれば、そういうことでまずは進めていただければと思います

が。 

○山内部会長 ということでよろしいんじゃないですかね。 

○事務局 それでは、一応今回お配りしたものにつきまして、もう一度総合部会を７月

15 日までにやるということは、今、山内部会長がおっしゃったとおり、物理的に困難で

あると思っております。したがいまして、今回もＡ先生から、Ａ先生、さっきいろいろと

おっしゃいましたけれども、おっしゃった点、かなり私ども直しております。ですから、

もう一度まずごらんをいただきたいということと、それから、更にまだこういうところを

直すべきだというところがあれば、できれば修文案の形でいただければ、私ども、もちろ

ん対応させていただきます。それで、７月 15 日までにそういったものをまとめて、15 日

に推進委員会にかけさせていただいて、それでとりあえずのドラフトということで世間に

出させていただいて、それで皆様方の更に大きな意見を伺いたいと思います。 

 今後の進め方につきましては、今、Ａ先生からいろいろとお話をいただきましたので、

十分そういった点を踏まえて進めていくべきだと事務局としては考えております。 

○山内部会長 ということで進めたいと思います。御意見あることはよく分かりましたし、

我々も直すべきところは直さないと、恥ずかしいものになると思いますし、きちっとした

ものを作りたいと思っておりますので、御協力いただきたいと思います。 

○Ｂ専門委員 修文で手を入れますから、ドラフトを送っていただけるようにお願いでき

ますか。 

○山内部会長 まさにそういう形にさせていただきます。 

○Ａ委員 そのときに、コツといいますか、日付を右肩に入れていただいているのと、入
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っていないのとありますので、どうやってたどるのか、ちょっと時間なので、最新のもの

が分かるようにしていただきたい。 

○山内部会長 バージョン管理ですね。 

○事務局 とりあえずは、今日、皆様方にお届けしたものを電子ファイルでお送りすると

いうことでよろしいですか。 

○Ｂ専門委員 結構です。 

○事務局 分かりました。 

○山内部会長 時間の関係で、今日全然御発言いただけない委員もいらっしゃって大変申

しわけないんですが、ということで進めさせていただくので、後で御意見があるところは、

またメールなり何なりでお出しいただいてというように思います。 

○Ｆ委員 今のような議論の経過ですと、世の中にドラフトを問うにしても、なるべく推

進委員会として意見が一致した方がいい。しかし、それを多数決で全部押し切ってという

のは、こういうドラフトを出すとき、いかがかという気もします。もし決定的な対立があ

る項目がありましたら、無理をしないで、意見を併記するとか、工夫をしていただきたい

と思います。 

○事務局 基本的には、私ども、そういう考え方で全部併記をしております。明らかに意

見が食い違うところは、今回も削除をいたしました。 

○山内部会長 ということでよろしくお願いいたします。 

 それでは、大変御熱心に御議論いただきましてありがとうございました。先ほどのよう

な段取りで進めさせていただきますので、本日の会議につきましては、これで閉会とさせ

ていただきます。どうもありがとうございました。 

○事務局 １点確認をさせていただいてよろしいでしょうか。資料につきましては、原則

としてすべてホームページ上で公開ということに決まっておろうかと思いますけれども、

そうしますと、今回お出しした資料、皆様からいただいた御意見につきましても、すべて

ホームページ上で公開ということになりますけれども、そういう形でよろしゅうございま

しょうか。 

 ありがとうございます。 

○山内部会長 どうもありがとうございました。 

 

－以上－ 


